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浅香山官舎跡地売却実施要領 

（条件付一般競争入札） 

 

１ 趣旨 

堺市上下水道局では、保有資産の有効活用を図るため、条件付一般競争入札（以下「入

札」という。）による浅香山官舎跡地（以下「売却予定地」という。）の売却を下記の要領

で実施します。 

本件は、土地の利用条件等の一定の条件を設けた上で土地買受人を公募し、その提案す

る土地利用計画が本市の定める条件に適合し、かつ最低売却価格以上の最高の価格で落

札した者に売却予定地を売却します。 

入札参加希望者は、本実施要領の内容を熟読の上で、手続を行ってください。 

 

２ 物件の概要 

（１）所在地等 

 所在地 面積 

堺市堺区香ヶ丘町 5丁 20番 1 852.52㎡ 

（２）地  目  宅地 

（３）用途地域等 第二種中高層住居専用地域、高度地区（第二種）、準防火地域 

（４）建ぺい率  60％ 

（５）容 積 率  200％ 

（６）土地の履歴 

  本物件は、職員住宅（鉄筋コンクリート造 3階建）、付属倉庫（木造平屋建）、福利厚 

生施設（軽量鉄骨 2階建）の敷地として使用されていましたが、平成 22年度に撤去し、 

更地となっています。また、平成 30年 11月 1日から令和 7年 12月 31日まで（現契 

約の貸付期間は令和 5年 11月 1日から令和 7年 12月 31日まで）平面駐車場として貸 

付中です。貸付期間の満了時に現借受人が設置した照明、砕石及び車枠は撤去します。 

（７）残置物の取扱い 

売却予定地は残置物が残存している状態での引渡しとなり、売却先事業者に譲渡す 

るものとします。 

＜売却予定地に残存する主な残置物＞ 

・フェンス 

※現地の現況については必ず十分な調査及び確認を行ってください。 

（８）最低売却価格：89,940,860 円 

入札保証金 ： 4,500,000 円 

（９）土地の状況について 

売却予定地は現状有姿（今あるそのままの状態）での引渡しになります。詳細は「19
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物件調書（土地所在図）」をご参照ください。物件調書の記載内容と現状が異なる場合

は、現状が優先されます。また、物件調書は、あらゆる利用形態を想定しているもので

はありませんので、現場をご覧いただいた上で開発条件等を確認してください。なお、

本市は一切の契約不適合責任を負わないものとします。境界標等が欠落していても本

市では復元しません。 

（10）用途の制限 

本物件には用途制限があります。詳細は、「17 土地利用条件」を確認してください。 

 

３ 条件付一般競争入札による売却手続の流れ 

スケジュール（※予定であり変更する場合があります。） 

項 目 期限、期間等 

実施要領等の配布 令和 7年 11月 14日（金）から令和 8年 1月 14日（水）まで 

現地視察の開催 

（要事前予約） 

令和 7年 11月 26日（水）から 12月 1日（月）まで 

（午前 10時から正午、午後 1時から午後 4時まで） 

質疑応答 
質問の受付 

令和 7年 12月 2日（火）から 12月 5日（金）午後 5時 30分 

まで 

回答予定日 令和 7年 12月 12日（金）頃（予定） 

入札参加申込み 令和 7年 12月 15日（月）から令和 8年 1月 14日（水）まで 

入札参加資格確認結果通知 令和 8年 1月下旬（予定） 

入札必要書類等の交付 令和 8年 1月下旬（予定） 

入札保証金の納付 令和 8年 2月 5日（木）まで 

入札の受付 令和 8年 1月下旬（予定）から 2月 5日（木）まで 

開札・落札者の決定 令和 8年 2月 6日（金） 

契約の締結 

【契約保証金及び売買代金残

額の納付の場合】 

令和 8年 2月 17日（火）まで 
【売買代金全額の一括納付の

場合】 

令和 8年 2月 27日（金）まで 
売買代金の納付 

【契約保証金及び売買代金残

額の納付の場合】 

令和 8年 2月 27日（金）まで 

所有権の移転及び 

土地の引渡し 

売買代金の全額納付があったときに所有権が移転し、同時に物

件は現状有姿で引き渡します。 

 

４ 実施要領等の配布 

（１）配布期間 

令和 7年 11月 14日（金）から令和 8年 1月 14日（水）まで堺市上下水道局ホーム

ページに掲載します。 
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※実施要領等は、開庁時間に限り、堺市上下水道局本庁舎本館 1階エントランス及び 4

階理財・会計課、堺市役所市政情報センターで配架します。 

※実施要領等のほか、全ての本入札への参加希望者に周知すべき事項が生じた場合は、

適宜堺市上下水道局ホームページにて公表します。 

 

５ 現地視察の開催 

本物件は現状有姿での引渡しとなります。入札参加希望者に本物件の内容を知ってい

ただくため、現地視察を下記の日時で実施しますので、事前予約の上で、参加してくださ

い。入札参加希望者は現地視察により現地の状況を十分に確認してください。 

実施日時 

令和 7年 11月 26日（水）から 12月 1日（月）まで 

（午前の部）午前 10時から正午まで（午後の部）午後 1時から午後 4時まで 

※土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。 

（１）視察場所  

浅香山官舎跡地（売却予定地）現地 

（２）申込方法 

現地視察希望者は、令和 7年 11月 25日（火）午後 5時 30分までに、現地視察参加

申込書【様式 1】を理財・会計課財産活用係までＦＡＸ又はＥメールで送信してくださ

い。送信後、到着の有無を電話で確認してください。 

※上記以外の方法（電話・口頭等）では受け付けません。 

※現地視察は、雨天でも実施する予定ですが、当日に大阪府堺市において、大雨・暴

風警報等が発表されている場合は中止とし、参加希望者へ連絡します。 

※現地にて駐車スペースを設置する予定です。ただし、駐車可能台数には限りがあり

ますので、可能な限り乗り合わせてお越しください。違法駐車等は行わないでくだ

さい。 

※現地視察は、1事業者当たり 45分程度、1度限りとします。 

 

６ 質疑応答 

本件に関する質問を下記のとおり受け付けます。 

（１）受付期間 

令和 7年 12月 2日（火）から 12月 5日（金）午後 5時 30分まで 

（２）提出方法 

上記受付期間内に質問書【様式 2】を理財・会計課財産活用係までＦＡＸ又はＥメー

ルで送信してください。送信後、到着の有無を電話で確認してください。 

※上記以外の方法（電話・口頭等）では受け付けません。 

（３）回答予定日 

質問及び回答は、令和 7年 12月 12日（金）頃（予定）に堺市上下水道局ホームペー
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ジへの掲載を予定しています。なお、回答予定日よりも前に質問に対する一部回答を堺

市上下水道局ホームページにて行うことがあります。 

 

７ 入札参加者の資格要件 

本入札に参加する事業者は、単体の法人又は複数の法人で構成される共同事業者（ただ

し、１つの法人が重複して参加することはできません。）であり、以下の全てを満たすこ

とを条件とします。 

共同事業者により参加する場合は、全ての構成員が各条件を満たしていなければなり

ません。なお、共同事業者の構成内容に変更が生じた場合は、本市と協議の上で、代表事

業者の変更を含む共同事業者の構成内容を変更することができるものとします。ただし、

入札参加資格確認結果通知の通知後においては、本市がやむを得ないと認めた場合を除

き、代表事業者の変更を行うことはできません。 

また、一の共同事業者を脱退した事業者は、他の共同事業者の構成員として参加するこ

とはできません。 

（１）土地利用に関する事業を適正に実施できる者 

（２）法人税、消費税及び地方消費税の滞納がない者 

（３）本市が課税する市税の滞納がない者 

※本市が課している市税には法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別

土地保有税、事業所税、都市計画税、入湯税があります。 

（４）本市水道料金及び下水道使用料の滞納がない者  

（５）本市の入札参加停止又は入札参加回避を受けていない者 

（６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）及

び破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく手続開始の申立てがなされていない者 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

第 6 号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則（平成 24 年規則第 108

号）第 3条各号に規定する暴力団密接関係者でない者 

（８）その他本市が本入札に参加する事業者として不適切であると認めた者でないこと 

 

８ 入札参加申込み 

本入札への参加を希望する事業者は、入札参加申込書その他必要書類に所定の事項を

記入、押印（実印）し、受付期間内に理財・会計課財産活用係まで提出してください。

共同事業者での参加の場合、代表事業者と構成員とで必要書類が異なりますので、ご注

意ください。 

受付期間 令和 7年 12月 15日（月）から令和 8年 1月 14日（水）まで 

提出場所 堺市北区百舌鳥梅北町 1丁 39番地 2 堺市上下水道局本庁舎 本館 4階 

堺市上下水道局 総務部 理財・会計課 財産活用係 
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提出方法 直接持参又は簡易書留による郵送とする。 

【持参の場合】 

午前 9時から正午、午後 0時 45分から午後 5時 30分まで 

※ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、12月 29日から 1月 3日までは 

除きます。 

【郵送の場合】 

上記受付期間内に必着とする。 

※受付期間内に書類の到達又は提出がない場合は、受け付けないものと

します。 

提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）入札参加申込書【様式 3－1】1部 

※共同事業者の場合は構成員の中から代表事業者を定め、その者が申

し込んでください。 

（２）構成員調書【様式 3－2】1部 

※共同事業者での参加の場合は提出してください。 

※構成員 1法人ごとに１部ずつ作成してください。 

（３）委任状【様式 4】1部 

※代理人（復代理人を含む。）が参加手続等を行う場合は提出してくだ

さい。 

※従業員（代表権のない役員を含む。）が手続を行う場合は必ず必要と

なります。 

※共同事業者での参加の場合は、構成員 1 法人ごとに 1 部ずつ作成し

て提出してください。 

（４）履歴事項全部証明書（提出日時点で発行後 3か月以内の原本）１部 

※提出後に変更があった場合は、速やかに差し替えてください。 

（５）法人概要書（様式自由、事業実績・概要等が分かるパンフレット等）

1部 

（６）納税証明関係 各 1部 

①堺市税等納付状況確認同意書【様式 5】 

②国税（法人税及び消費税）に係る納税証明書（その 3の 3（※その 3不

可））（提出日時点で発行後 3か月以内の原本） 

（７）誓約書（暴力団排除）【様式 6】及び役員に関する調書【様式 7】 

各 1部 

※構成員１法人ごとに１部ずつ作成してください。 

（８）法人の印鑑証明書（提出日時点で発行後 3か月以内の原本）1部 

（９）代表者事項証明書（提出日時点で発行後 3か月以内の原本）1部 
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（10）請求書兼口座振替依頼書（入札保証金還付用）【様式 8】1部 

※日付は記入しないでください。 

（11）土地利用提案書（A3サイズ・任意様式）1部 

・「17土地利用条件」に定める内容について売却予定地の利活用の計画が

分かるように施設等の配置や区画の面積、設備等を記載してください。 

※土地利用提案書は土地利用条件への適合を確認するためのものです。 

（留意事項） 

①受付期間後は提出書類の追加、差し替え、訂正等はできません（本市から指示があっ

た場合を除く。）。 

②本入札への参加に当たり、単体の事業者又は共同事業者の代表事業者は上記提出書

類のうち、（２）を除く（１）から（11）までの書類が必要となり、共同事業者の各

構成員は（２）から（９）までの書類が必要となります。なお、（３）委任状は必要

に応じて提出してください。 

③入札参加申込書受付後の申込みの取下げはできません。 

④提出された書類の返却は行いません。 

⑤入札参加申込者に関する情報及び申込者数等のお問い合わせは、一切回答できませ

んのでご了承ください。 

⑥提出された書類に記載された個人情報は、落札者決定及び契約締結事務に使用し、そ

の他の目的のためには使用しません。ただし、入札参加資格の審査のため、警察当局

への照会に使用することがあります。 

⑦事業者から提出のあった土地利用提案書は返却しません。なお、不適合となった場合

には本市で定めた保存年限終了後、本市の責任において全て処分するものとし、本入

札における審査以外では使用しません。 

⑧土地利用提案書は審査を行うために必要な範囲において複製をする場合があります。 

 

９ 入札参加資格の審査 

入札参加申込者全員について、提出いただいた入札参加申込み必要書類に基づき、入札

参加資格の審査を行います。審査結果については、本入札への参加可否を入札参加申込者

に対し、「入札参加資格確認結果通知」により通知します。 

（１）入札参加資格の審査 

入札参加申込者が「７入札参加者の資格要件」に規定する各号の要件を満たしている

かについて、理財・会計課による審査を行います。審査の結果、要件を満たさないと判

断された事業者は失格となります。 

（２）土地利用条件の適合確認 

土地利用提案書（「８入札参加申込み」（11）の書類）について、本市の定める「17土

地利用条件」の適合状況の審査を行います。 
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入札参加申込者の中から条件に適合する者を選定し、選定された事業者全員により

入札を行い、最低売却価格以上の最高の価格で買受申込みをした者を買受事業者とし

ます。 

土地利用条件に適合しないなど是正等が必要と判断したときは、補正等を可能とし

ますので、指摘を受けた内容について補正等のうえ、再提出してください。指摘内容に

ついて提出期限（令和 8年 1月 14日（水））を過ぎての再提出は受け付けできません。 

なお、審査の過程で、提出した書類等の内容について説明を求めることがあります。

提案した土地利用計画が本市の定める条件に適合すると認められる参加申込者が、１

者の場合でも入札は実施します。 

（３）入札参加資格の審査結果については、令和 8年 1月下旬（予定）に「入札参加資格

確認結果通知」により、参加申込者に通知します。 

 

10 入札必要書類等の交付 

入札参加資格の審査の結果、入札参加資格を満たすと認められた者に対し、入札に必要

な書類等を交付します。 

（１）交付書類 

①入札書、②入札書封筒、③入札保証金納付書、④入札説明書 

（２）交付方法 

令和 8 年 1 月下旬（予定）に入札参加申込書に記載の所在地に簡易書留により郵送

します。 

※なお、入札必要書類等の交付後であっても入札参加資格を満たさないことが判明し

た者には、その旨を通知し、「入札参加資格確認結果通知」は無効とします。 

 

11 入札保証金の納付 

（１）入札参加者は、必ず令和 8年 2月 5日（木）までに本市が定めた額（「２物件の概

要」（８）に記載する額）の入札保証金を入札保証金納付書により納付書裏面記載の

金融機関で納付してください。 

（２）払い込まれた入札保証金は、落札しなかった者及び入札を辞退した者には令和 8年

2月 27日（金）までに、請求書兼口座振替依頼書（「８入札参加申込み」（10））に記

載された金融機関の口座に振り込む方法で還付します。口座等に誤りがある場合は、

振込みが遅れますので正確に記載してください。 

（３）入札保証金には、利息を付しません。 

（４）落札者については、入札保証金を契約保証金又は売買代金の一部に充当します。 

（５）落札者が正当な理由なく期限までに売買契約を締結しないときは、入札保証金は返

還しません。 
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12 入札の受付 

入札書等は、入札受付期間内に理財・会計課財産活用係まで提出してください。 

受付期間 令和 8年 1月下旬（予定）から 2月 5日（木）まで 

提出場所 堺市北区百舌鳥梅北町 1丁 39番地 2 堺市上下水道局本庁舎 本館 4階 

堺市上下水道局 総務部 理財・会計課 財産活用係 

提出方法 直接持参又は簡易書留による郵送とする。 

【持参の場合】 

午前 9時から正午、午後 0時 45分から午後 5時 30分まで 

※ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日は除きます。 

【郵送の場合】 

上記受付期間内に必着とする。 

※受付期間内に書類の到達又は提出がない場合は、受け付けないものと

します。 

提出書類 ①入札書（必要事項記載のこと） 

②入札書封筒（入札書を封入し、封印すること） 

③入札保証金の「納付書」（金融機関の領収印のあるもの）の写し 

 

13 開札 

下表に記載の日時、場所において、開札を行います。 

開札日時 令和 8年 2月 6日（金）午前 10時 00分 

開札場所 堺市北区百舌鳥梅北町 1丁 39番地 2 

堺市上下水道局本庁舎 本館 4階 研修室 

（１）入札者（代理人を含む。）の開札場所への入室は、１者１名とします。 

（２）入札者（代理人を含む。）以外は開札場所への入室はできません。 

（３）入札者（代理人を含む。）の開札参加は自由です。参加する場合は、資格確認のた

め、入札保証金の「納付書」又は入札参加申込みの受付時にお渡しする入札参加申込

書の写しを持参の上で、受付で提示してください。なお、代理人が参加される場合は、

前記の書類と合わせて委任状を受付で提示してください。また、開札参加の有無は、

落札者の決定に一切影響しません。 

（４）入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない本市職員を立ち会

わせます。 

（５）開札結果はその場で入札者全員の入札者名、入札金額を公表します。 

（６）入札の無効 

   次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札書が所定の日時を過ぎて提出されたとき。 

イ 入札書が本実施要領で定める方法以外の方法で提出されたとき。   
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ウ 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。 

エ 入札書に記名押印がないとき。 

オ 入札金額を訂正したとき。 

カ 一の入札に対して 2通以上の入札書を提出したとき。 

キ 入札書封筒の物件表記と入札書の物件が異なっていたとき。 

ク 入札金額が最低売却価格に達しないとき。 

ケ 入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。 

コ 入札の資格がない者が入札したとき。 

サ 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強

いとき。 

シ その他入札に関する条件に違反したとき。 

（７）入札の辞退 

入札参加申込後、入札書を提出しなかった場合は、入札を辞退したものとみなします。

なお、その場合であっても申込書類は返還しません。 

（８）入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実施

が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。 

 

14 落札者の決定 

（１）開札の結果、本市が定める最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した

者を落札者に決定します。なお、落札者が開札に参加していないときは、開札当日に

電話で連絡します。 

（２）落札者となるべき同一価格の入札者が 2者以上あるときは、直ちに当該入札者又は

当該入札者から入札に関する権限を委任された代理人によるくじ引きで落札者を決

定します。この場合において、当該入札者のうち、開札場所にいない者又はくじを引

かない者があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員がくじ

を引きます。 

（３）開札結果については、入札者全員の入札者名、入札金額を堺市上下水道局ホームペ

ージにおいて速やかに公表します。 

 

15 売買契約に関する事項 

土地売買契約の締結において、次のことに留意ください。 

（１）落札者との契約締結 

①売買契約の締結時点において落札者（共同事業者の場合はいずれかの構成員）が「７

入札参加者の資格要件」を失っている場合、契約を締結しないことがあります。これ

により落札者に損害が生じても、本市はその責任を負いません。 
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②落札者が期限までに売買契約を締結しない場合は、入札保証金は本市に帰属し、返還

しません。 

③土地売買契約書に定めるもののほか、本実施要領等に規定する内容を含め契約の締

結を行うものとします。 

④契約書作成に要する費用（収入印紙代を含む。）及び登記に係る登録免許税は売却先

事業者の負担とします。 

⑤契約の締結は、開発事前協議及び建築確認等の手続とは一切関係がありません。事業

の実施に向けた関係機関との協議や手続は、事業者の責任において実施してくださ

い。 

（２）契約締結及び売買代金の納付 

  落札者は、契約保証金及び売買代金の残額を納付するか、又は売買代金の全額を一括 

納付するかのいずれかの方法により売買契約締結の手続を行ってください。 

ア 契約保証金及び売買代金の残額を納付する場合 

①令和 8年 2月 17日（火）までに売買契約を締結し、その際に契約保証金を納付して 

ください。売買代金の残額は令和 8年 2月 27日（金）までに納付してください。 

②売買契約締結の際に納付していただく契約保証金の額は契約金額の 100分の 10以上

の金額で、本市の指定した金額とします。 

③入札保証金は契約保証金に充当します。契約保証金は本市が発行する納付書により

入札保証金充当後の差額を納付書裏面記載の金融機関で納付してください。 

④契約保証金は売買代金に充当します。売買代金の残額は令和 8年 2月 27日（金）ま

でに本市が発行する納付書により契約保証金充当後の差額を納付書裏面記載の金融

機関で納付してください。 

⑤契約保証金には利息を付しません。 

⑥納付期限（令和 8年 2月 27日（金））までに売買代金の残額の納付がない場合は、契

約保証金は本市に帰属し、返還しません。 

⑦契約保証金は、売却先事業者の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、本

市に帰属し、返還しません。 

イ 売買代金の全額を一括納付する場合 

①令和 8年 2月 27日（金）までに売買契約を締結し、同時に売買代金の全額を納付し 

 てください。この場合、契約保証金は不要です。 

②入札保証金は売買代金に充当します。売買代金は本市が発行する納付書により入札

保証金充当後の差額を納付書裏面記載の金融機関で納付してください。 

（３）所有権移転登記及び引渡し 

①売買代金の全額納付があったときに所有権が移転し、同時に物件を引き渡すものと

します。 

②売却予定地は、現状有姿で引き渡します。売却先事業者は十分な注意をもって売却予
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定地の管理を行ってください。 

③売却予定地の所有権移転登記は本市が行います。 

④所有権移転登記に必要な登録免許税などの諸費用は売却先事業者の負担となります。 

⑤売却予定地の引渡し後、当該土地に種類、品質（その存在を知り得ない地下埋設物、

土壌汚染等の隠れたものを含む。）又は数量（地積等の記載を含む。）に関して本契

約の内容に適合しないものがあったとしても履行の追完請求、売買代金の減免請求、

損害賠償請求及び契約の解除をすることができません。 

⑥所有権移転の登記と同時に、買戻しの特約登記（10年間）を申請します。 

（４）契約の解除 

売却先事業者が土地売買契約書の各条項に違反した場合や、契約を履行しない場合

は、契約を解除できるものとします。 

（５）違約金 

土地売買契約書で規定する制約条件等に違反した場合には、別に定める金額を違約

金として徴収するものとします。 

（６）主な特約条項 

①売却予定地は、現状有姿で引き渡します。 

②売却先事業者は、所有権移転の日から 10年間は土地利用提案書で提案した用途以外

の用途に供することはできません。ただし、やむを得ず変更する場合は、あらかじめ

書面により本市の承諾を得るものとします。 

③売却先事業者は当該土地を用途制限として定める用途に供することはできません。 

④売却先事業者は、事業の実施に必要なものを除き、所有権移転の日から 10年間は第

三者への転売等を行うことはできません。 

⑤売却先事業者は、転売先の事業者に対しても用途制限を遵守させる契約をし、転売先

事業者が用途制限に違反した場合は転売先との所有権移転契約を解除しなければな

りません。 

⑥売却先事業者が上記②～⑤に違反したときは、（５）に規定する違約金を本市に支払

うものとします。 

 

16 情報公開について 

（１）提出書類や選定結果（不適合となった事業者の名称、審査結果等を含む。）は、堺

市情報公開条例（平成 14 年条例第 37 号）に基づき情報公開請求の対象となる場合

があります。同条例第 7条の各号に定める非公開情報に該当しない限り、提出図書な

どの書類は原則公開の対象となります。 

（２）売却先事業者との契約締結後、堺市上下水道局ホームページにおいて、売却先事業

者の商号、事業内容、売却価格等の公表を行います。 

（３）契約締結後、上記情報について報道機関に提供することがあります。 



12 

 

17 土地利用条件 

用途制限 

売却予定地は第二種中高層住居専用地域、高度地区（第二種）、準防火地域の用途の制 

限があるほか、周辺環境への配慮の観点から、次に該当する用途での建設及び利用はし 

てはならない。 

ア 売却予定地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規

定する暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、公序良俗に反す

る用途 

イ マージャン屋、パチンコ屋、バー、キャバレー、ナイトクラブのほか、自ら又は

他人をして売却予定地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23年法律第 122号）第 2条で定める営業、その他これらに類する業の用途 

ウ 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第 3 条に規定する境内建物の用に供する

施設、その他これらに類する施設 

エ 墓地、納骨堂、火葬場若しくは葬祭場、又はペットに関するそれらと同様の施設

設備 

オ 卸売市場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、その他これらに類する施設 

カ 一般廃棄物又は産業廃棄物を収集、運搬又は処分を行うことを業とする者が設

置する施設（自家処理施設を含む。）、その他これらに類する施設 

キ 工場（自家販売のためのごく小規模な食品製造業を営むものを除く。）、倉庫、畜

舎、その他これらに類する施設 

ク ボーリング場、カラオケボックス、ゲームセンター、映画館、劇場、その他これ

らに類する娯楽集客施設 

ケ ゴルフ練習場、バッティング練習場、水泳場、スポーツジム、フィットネスジム、

その他これらに類する運動施設 

コ ホテル、旅館、ペンション、その他これらに類する宿泊施設 

サ 銭湯、サウナ、その他これらに類する温浴施設 

シ その他、周辺の交通量の大幅な増加や大型車両の頻繁な通行等により、又は騒音、

悪臭、粉塵等により周辺地域の環境に悪影響を及ぼすと見込まれる施設 

ス 上記各記載の施設に附属する施設等 
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18 その他留意事項 

（１）関係法令等の遵守 

本物件の事業に関しては、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）、建築基準法（昭

和 25年法律第 201号）、景観法（平成 16年法律第 110号）その他関係法令、堺市開発

行為等の手続に関する条例（平成 15 年条例第 22 号）及び同条例に基づく堺市宅地開

発等に関する指導基準、堺市屋外広告物条例（平成 7年条例第 38号）等を遵守し、事

前に関連部局と十分に協議をしてください。 

（２）開発指導関連 

売却先事業者は、売却予定地内において開発行為等を行う場合は、建築物の用途・規

模等に応じて、接道条件その他により開発行為の制限を受ける場合や、道路拡幅など都

市計画法、堺市開発行為等の手続に関する条例及びその他関係規定で定める公共施設

の整備が必要な場合があることを了知するものとし、詳細は関係部署に問い合わせて

ください。 

（３）供給処理施設 

売却予定地の使用に必要な雨水、汚水の下水管への取付工事、水道、電気、ガス等の

引込工事等の費用は、全て売却先事業者の負担となります。 

（４）阪神高速 6号大和川線 

売却予定地は、阪神高速 6号大和川線（地下トンネル）が隣接しており、工事に当た

っては、阪神高速道路株式会社と協議が必要になります。 

（５）土壌汚染調査 

売却予定地は、土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）に規定する要措置区域及び

形質変更時要届出区域に指定されていません。 

また、売却予定地の土壌汚染調査は行っておりません。売却先事業者が行う利活用に

より、土壌汚染調査や土壌汚染対策の必要が生じたとき、本市はその調査及び対策等に

係る一切の費用を負担しません。 

（６）地盤・地耐力調査 

売却予定地の地盤・地耐力調査は行っておりません。建築物を建設する際に、地盤改

良工事等が必要となった場合は、売却先事業者の責任と負担で行ってください。 

（７）近隣対応 

売却先事業者は、売買契約締結後１か月以内を目処に、事業計画の内容について住民

説明会を開催してください。事業計画に変更があった場合はその都度適切に周知対応

を行うものとします。 

開発に当たっては、建築計画等の周辺住民への周知、説明に当たり、誠意をもって対

応することはもとより、紛争等が生じた場合は、売却先事業者の責任と負担において、

迅速かつ丁寧な対応に努め、その解決に当たってください。 

売却予定地の造成、掘起し等工事の施工の際は、騒音、振動等を抑えるように配慮
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し、事故が起こらないように安全対策を講じてください。 

工事車両の通行に当たっては、道路管理者及び自治会等と協議し、十分な安全対策

を講じるとともに、近隣住民に迷惑をかけることのないように配慮し、地域住民の日

常生活に支障が生じる、又は日常生活が脅かされること等のないようにしてくださ

い。 

（８）自治会への加入促進 

新規入居者に対して自治会の意義や目的等に関する情報提供を行い、自治会とも連

携を図り、自治会（売却予定地の区域に属する自治会）へ加入するよう働きかけを行

ってください。 

（９）上水道整備工事 

本物件の土地利用に際し、上水道（配水管、給水管）の整備をするときは、売却先

事業者の負担において行ってください。 

なお、配水管及び給水管の管種、管径、管位置等の整備内容については工事着工前

の設計時に堺市上下水道局サービス管理部給排水設備課に必ず確認し十分な協議を行

った上で決定してください。 

工事着工前までに給水装置工事の申込みを行い、承認を受けてください。工事完了

後における資料提出等必要な手続は堺市上下水道局サービス管理部給排水設備課の指

示に従ってください。 

（10）下水道整備工事 

売却予定地からの排水については、敷地内西側及び南側に既存桝がそれぞれ 1 箇所

ずつ設置されており、計 2箇所の利用が可能です。これらの既存桝を利用する場合は、

堺市開発行為等の手続に関する条例に基づく堺市宅地開発等に関する指導基準に基づ

き、排水施設の適切な利用を行ってください。なお、既存桝を利用しない場合は、売却

先事業者の責任と負担において、新たに桝を設置し、公共下水道への接続を行ってくだ

さい。接続可能な公共下水道管は、売却予定地南側道路（香ヶ丘 31号線）及び西側道

路（香ヶ丘 5号線）にそれぞれ既設 300㎜管があります。接続に当たっては、既設管の

能力を超えない範囲での対応を行ってください。 

双方とも接続箇所から、売却予定地内第 1 人孔までは、合流管となり売却予定地内

は、分流式（汚水管・雨水管）で整備を行ってください。 

排水設備については工事着手前までに堺市上下水道局サービス管理部給排水設備課

に排水設備計画確認申請を行い、その確認を受けてください。また、排水設備工事後は

速やかに完了検査を受けてください。 
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19 物件調書（土地所在図） 

所在地 堺市堺区香ヶ丘町五丁 20番 1 最低売却価格 金 89,940,860円 

面積 852.52㎡ 地目 宅地 

接面 

道路の 

状況 

西側 香ヶ丘 5号線 幅員 約 6.0ｍ 
現況 

更地 

ただし、令和 7 年 12 月 31 日ま

で平面駐車場として貸付 南側 香ヶ丘 31号線 幅員 約 8.0ｍ 

法
令
等
の
制
限 

都市計画 

区 域 
市街化区域 

用途地域

等 

第二種中高層住居専用地

域・高度地区（第二種）・

準防火地域 

建ぺい率 60％ 容積率 200% 

供
給
処
理
施
設
の
状
況 

項 目 利用可能な施設 配管等の状況 照  会  先 電話番号 

電気 関西電力（株） 
西側及び南側道路

に電柱有り 
関西電力送配電（株） 

0800 

777-3081 

ガス 都市ガス 
西側及び南側道路

に配管有り 

大阪ガスネットワー

ク（株）導管ダイヤル 

0120 

544-209 

上水道 市営水道 
西側及び南側道路

に配管有り 

堺市上下水道局サー

ビス管理部給排水設

備課  

072 

250-4697 

下水道 
公共下水道 

（合流式） 

西側及び南側道路

に排水管有り 

堺市上下水道局下水

道管路部下水道管理

課 

072 

250-9116 

交
通
機
関 

鉄道 南海高野線 浅香山駅から東約 510ｍ（直線距離） 

バス 南海バス 愛泉学園前バス停から北約 760ｍ（直線距離）  

特 
 

記 
 

事 
 

項 

・本物件は、職員住宅（鉄筋コンクリート造 3階建）、付属倉庫（木造平屋建）、福利厚生

施設（軽量鉄骨 2 階建）の敷地として使用されていましたが、平成 22 年度に撤去し、

更地となっています。また、平成 30年 11月 1日から令和 7年 12月 31日まで（現契約

の貸付期間は令和 5年 11月 1日から令和 7年 12月 31日まで）平面駐車場として貸付

中です。貸付期間の満了時に現借受人が設置した照明、砕石及び車枠は撤去します。 

・本物件は現状有姿での引渡しとなります。 

売却予定地内に位置する構築物としてフェンスが残存した現状有姿で引き渡すもの

とし、用地の活用に伴う調査、造成及び撤去費用等は、売却先事業者により負担するも

のとします。 

開発を行うに当たり、関係法令、条例等の適用については、売却先事業者の責任で確

認し、関係機関と協議してください。 

・開発行為を行う場合は、堺市建築都市局開発調整部宅地安全課のほか開発関連部局と協

議が必要です。 

・本物件は、堺市屋外広告物条例が規定する第 1種許可区域内にあり同条例が適用されま

す。また、開発規模によっては堺市景観条例（平成 23年条例第 15号）に基づく大規模

建築物等の事前協議、景観法に基づく届出が必要となるため、事業計画や開発内容等必

要に応じて堺市建築都市局都市計画部都市景観課と協議が必要です。 
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特 
 

記 
 

事 
 

項 

・売却予定地内の一部の範囲が洪水浸水想定区域（浸水の深さ 0.5ｍ未満（1階床下浸水））

に指定されています。ハザードマップや堺市 e-地図帳により確認できますが、より詳細

な範囲に当たっては、大和川河川事務所に確認してください。 

・特定建設作業を実施する際は作業開始日の 7日前までに堺市環境局環境保全部環境対策

課へ届出が必要です。 

・売却予定地は、土壌汚染対策法に規定する要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定

されていません。また、売却予定地の土壌汚染調査は行っておりません。売却先事業者

が行う利活用により、土壌汚染調査や土壌汚染対策の必要が生じたとき、本市はその調

査及び対策等に係る一切の費用を負担しません。 

・売却予定地からの排水については、敷地内西側及び南側に既存桝がそれぞれ 1箇所ずつ

設置されており、計 2箇所の利用が可能です。これらの既存桝を利用する場合は、堺市

開発行為等の手続に関する条例に基づく堺市宅地開発等に関する指導基準に基づき、排

水施設の適切な利用を行ってください。なお、既存桝を利用しない場合は、売却先事業

者の責任と負担において、新たに桝を設置し、公共下水道への接続を行ってください。

接続可能な公共下水道管は、売却予定地南側道路（香ヶ丘 31 号線）及び西側道路（香

ヶ丘 5号線）にそれぞれ既設 300㎜管があります。接続に当たっては、既設管の能力を

超えない範囲での対応を行ってください。 

・双方とも接続箇所から、売却予定地内第 1人孔までは、合流管となり売却予定地内は、

分流式（汚水管・雨水管）で整備を行ってください。 

・前面道路に配水管（香ヶ丘 5 号線：φ150 ㎜、香ヶ丘 31 号線：φ75 ㎜）があります。

開発工事に当たり、堺市上下水道局サービス管理部給排水設備課と協議が必要です。な

お、売却予定地に水道の引込みはありませんので、協議を行い売却先事業者の負担で整

備が必要です。 

・売却予定地にガスの引込みはありませんので、新設する場合は大阪ガスネットワーク株

式会社南部事業部と協議が必要です。 

・売却予定地に電気の引込みはありませんので、新設する場合は関西電力送配電株式会社

と協議が必要です。 

・既設道路（歩道部含む。）の改変を伴う場合及び既存道路構造物に影響を及ぼす場合は、

堺市建設局土木部路政課、西部地域整備事務所と協議が必要です。 

・本物件の埋設物の調査及び確認は行っておりません。埋設物等の撤去工事を行う場合

は、売却先事業者の責任と負担において行ってください。 

・売却予定地の範囲には鋲や金属標、引照点を設けているため測量資料を確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



土地所在図

土地明細図

売却予定地

浅香山浄水場跡地南海高野線

浅香山駅

関西大学堺キャンパス
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土地売買契約書（案） 

 

売払人 堺市（以下「甲」という。）と、買受人 ○○○○（以下「乙」という。）とは、甲

が令和 7 年 11 月 14 日に公表した浅香山官舎跡地売却実施要領、様式集、入札による売却

手続の過程において甲が公表した質疑回答に基づく土地売買について次のとおり契約（以

下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務）  

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。  

（土地の表示）  

第２条 甲は、その所有する次に掲げる土地（フェンス等の構造物等を含む。）（以下「当該

土地」という。）を乙に売り払い、乙はこれを買い受けるものとする。  

所 在 地  地 目  
地 積（㎡）  

摘 要 
登 記 実 測 

堺市堺区香ヶ丘町 5丁 20番 1 宅地  852.52 852.52  

（売買代金）  

第３条 売買代金は、金○○○,○○○,○○○円とする。  

（契約保証金）  

第４条 乙は、本契約締結の際、契約保証金として金○○,○○○,○○○円を甲の発行する

納付書により納付しなければならない。 

２ 本契約締結後、売買代金の支払いがあったときは、前項の契約保証金を、売買代金に充

当するものとする。  

３ 第１項に規定する契約保証金には利息を付さない。  

４ 契約保証金は、乙の責めに帰すべき理由により本契約を解除されたときは、甲に帰属す

るものとする。この場合において、契約保証金は第２１条に規定する損害賠償額の予定又

はその一部と解釈しない。 

（売買代金の支払い）  

第５条 乙は、第３条の売買代金のうち前条第１項に規定する契約保証金を除いた金○○

○,○○○,○○○円を甲の発行する納付書により、令和 8 年 2 月 27 日までに甲へ支払わ

なければならない。  

２ 売買契約と同時に乙が売買代金を全額納付する場合は、前条及び本条第１項の規定を

適用しない。 

（所有権の移転及び登記）  

第６条 当該土地の所有権は、売買代金の全額支払時をもって甲から乙へ移転する。 

２ 甲は、前項の規定による当該土地の所有権移転後、速やかに所有権移転登記を行うもの
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とし、乙はこれに必要な書類等をあらかじめ甲に提出するものとする。 

３ 前項に規定する所有権移転登記に必要な登録免許税は、乙の負担とする。 

（土地の引渡し）  

第７条 当該土地は、売買代金支払と同時に別に何らの手続を用いないで、当該土地の所在

地において、現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。 

（危険負担） 

第８条 本契約締結のときから当該土地の引渡しのときまでにおいて、当該土地が甲の責

めに帰すことのできない事由により滅失し、又は毀損した場合、その危険は乙が負担する。 

この場合において、乙は売買代金の支払いを拒むことができない。 

２ 当該土地の引渡し以後において、当該土地が甲の責めに帰すことのできない事由によ

り滅失し、又は毀損した場合も、前項と同様とする。 

（公租公課の負担） 

第９条 売買代金完納後における公租公課については、全て乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第１０条 甲は、乙に対して一切の契約不適合責任を負わないものとし、乙は、引き渡され

た当該土地が種類、品質（その存在を知り得ない地下埋設物、土壌汚染等の隠れたものを

含む。）又は数量（地積等の記載を含む。）に関して本契約の内容に適合しないものの存在

を理由として、履行の追完請求、売買代金の減免請求、損害賠償請求及び本契約の解除を

行うことができない。 

（土壌汚染対策） 

第１１条 乙が行う事業等の実施により、土壌汚染調査や土壌汚染対策の必要が生じたと

き、甲はその調査及び対策等に係る一切の費用を負担しないものとする。  

（近隣住民への配慮） 

第１２条 乙は、事業等の近隣住民への周知、説明対応等について誠意をもって行い、紛争

等が生じた場合は、乙の責任と負担において対応し解決するものとする。 

（土地利用条件等） 

第１３条 乙は、浅香山官舎跡地売却実施要領に基づき甲の適合確認を受けた当該土地の

利用計画（以下「利用計画」という。）を遵守するものとし、当該土地の所有権移転の日

から 10年間（以下「指定期間」という。）は、利用計画で定めた用途を変更してはならな

い。ただし、やむを得ず変更する場合は、あらかじめ変更を必要とする事由を付した書面

により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。 

（用途の制限） 

第１４条 乙は、当該土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用

する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。 

２ 乙は、マージャン屋、パチンコ屋、バー、キャバレー、ナイトクラブのほか、自ら又は 
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他人をして当該土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年 

法律第１２２号）第２条で定める営業、その他これらに類する業の用途に供してはならな 

い。 

３ 乙は、周辺環境への配慮の観点から、当該土地を次に該当する用途に供してはならない。 

（１）宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第３条に規定する境内建物の用に供する施

設、その他これらに類する施設 

（２）墓地、納骨堂、火葬場若しくは葬祭場、又はペットに関するそれらと同様の施設設備 

（３）卸売市場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、その他これらに類する施設 

（４）一般廃棄物又は産業廃棄物を収集、運搬又は処分を行うことを業とする者が設置する

施設（自家処理施設を含む。）、その他これらに類する施設 

（５）工場（自家販売のためのごく小規模な食品製造業を営むものを除く。）、倉庫、畜舎、

その他これらに類する施設 

（６）ボーリング場、カラオケボックス、ゲームセンター、映画館、劇場、その他これらに 

類する娯楽集客施設 

（７）ゴルフ練習場、バッティング練習場、水泳場、スポーツジム、フィットネスジム、そ 

の他これらに類する運動施設 

（８）ホテル、旅館、ペンション、その他これらに類する宿泊施設 

（９）銭湯、サウナ、その他これらに類する温浴施設 

（１０）その他、周辺の交通量の大幅な増加や大型車両の頻繁な通行等により、又は騒音、

悪臭、粉塵等により周辺地域の環境に悪影響を及ぼすと見込まれる施設 

（１１）本条に記載の施設に附属する施設等 

（権利の設定等の禁止） 

第１５条 乙は事業等の実施に必要なものを除き、指定期間満了の日まで、甲の承諾を得な

いで、当該土地に地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収

益を目的とする権利の設定（以下｢権利の設定｣という。）をし、又は当該土地について売

買、贈与、交換、出資等による所有権の移転（以下｢所有権の移転｣という。）をしてはな

らない。  

２ 乙は、当該土地について第三者に対する権利の設定又は所有権の移転を行う場合、甲の

承諾の要否にかかわらず、当該第三者に対し、前条に定める用途の制限を遵守させる契約

をし、当該第三者がその遵守に違反したときは、乙は当該第三者に対する権利の設定又は

所有権の移転を解消する措置をとらなければならない。 

（実地調査等）  

第１６条 甲は、指定期間満了の日まで、第１２条から前条までに規定する内容に関し必要

があると認めるときは、乙に対し履行の状況を確認するために質問し、立入検査を行い、

帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める

ことができる。  



21 

 

２ 乙は、甲から前項の規定に基づく請求があったときは、正当な理由なく拒み、妨げ若し

くは忌避し、又は遅延してはならない。  

（違約金）  

第１７条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ次の各号に定める金額

（ただし、1 円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。）を違約金と 

して甲に支払わなければならない。 

（１）第１３条に規定する事項に違反したときは、売買代金の 100分の 10に相当する金額 

（２）第１４条又は第１５条に規定する事項に違反したときは、売買代金の 100分の 30に

相当する金額 

（３）第１６条に規定する事項に違反したときは、売買代金の 100分の 10に相当する金額 

２ 前項の違約金は、第２１条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。  

 （契約の解除）  

第１８条 甲は、乙が本契約に規定する義務を履行しないときは、催告その他何らの手続を

用いないで、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により、本契約を解除した場合において、乙又は第三者が損害を受け

ることがあっても、これを賠償することを要しない。 

３ 第 1項の規定による契約解除は、別途、甲による違約金請求を妨げないものとする。 

 （返還金等）  

第１９条 甲は、前条第１項の規定により解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金

を乙に返還する。ただし、当該返還金に利息は付さない。  

２ 甲は、解除権を行使したとき、乙の負担した契約の費用は返還しない。  

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が当該土地に関して支出し

た必要費、有益費その他一切の費用を返還しない。  

（乙の原状回復義務）  

第２０条 乙は、甲が第１８条の規定により解除権を行使したときは、当該土地を甲が指定

した状態に回復し、返還しなければならない。  

２ 乙は、前項の規定により当該土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当

該土地の所有権移転登記の抹消登記の承諾書を甲に提出しなければならない。  

（損害賠償）  

第２１条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害

に相当する金額を、損害賠償として甲に支払わなければならない。  

２ 違約金の支払及び契約解除は、別途、甲による損害賠償請求を妨げないものとする。  

（返還金の相殺）  

第２２条 甲は、第１９条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１

７条に規定する違約金又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、

返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。  
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（買戻特約） 

第２３条 甲は、乙が第１３条、第１４条又は第１５条に違反した場合は、乙が甲に支払っ

た代金を乙に返還して当該土地を買い戻すことができる。この場合、契約に要した費用の

返還は要しないものとする。 

２ 前項の場合、乙は、当該土地上に設置した建築物又は工作物等の全てを除却し、甲に対

し当該土地を返還しなければならない。 

３ 第１項の場合、乙は、当該土地の必要費又は有益費、その他乙が当該土地の購入後に支

出した費用の一切を、甲に対し請求できないものとする。 

４ 甲と乙は、当該土地について、所有権移転登記と同時に、本条に規定する甲の買戻しの

特約の設定登記手続を行うものとする。なお、買戻しの期間は甲から所有権移転登記をし

た日から 10年間とする。 

５ 甲は、当該土地が利用計画に従って整備されたことを確認した後、前項の買戻しの特約

の抹消登記手続をするものとする。ただし、甲が利用計画に基づく施設が完成されると認

めた場合は、本条項に基づく買戻しの特約を解除し、前項の買戻しの特約の抹消登記手続

をすることができる。 

６ 乙は、前２項の登記手続に要する費用を負担するものとする。 

（実施要領等） 

第２４条 本契約の内容については、本契約書に定めるほか、浅香山官舎跡地売却実施要領、

質疑回答（以下「実施要領等」という。）に規定する内容によるものとし、実施要領等の

内容に齟齬がある場合は、本契約書、質疑回答、実施要領の順に優先するものとし、その

内容を本契約の内容とする。 

（契約の費用）  

第２５条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。  

（管轄裁判所）  

第２６条 本契約に関する管轄裁判所は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所又は簡

易裁判所とする。  

（協議）  

第２７条 本契約に関し疑義のある事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ決定する。  

 

 上記の契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そ

の１通を保有する。  

 

 令和  年  月  日  

 

「甲」堺市北区百舌鳥梅北町１丁３９番地２ 
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堺 市 

代表者 堺市上下水道事業管理者      印 

 

「乙」住 所 

 

氏 名                  印 


